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●日本語、西暦で記入する
●質問に該当しない場合、
　「無」と記入
●（名古屋、大阪、福岡）Ａ4サイズ
　2枚に両面印刷する
● （大阪）修正する場合、2重線で訂正
し、申請者の捺印が必要

● 免許証番号や保険証番号を記入。ない場合は「無」と記入。外
国籍は自国の身分証明証番号や外国人登録証の番号を記入。

● 必要な旅券の残存期間は
査証の種類により違うの
で注意する。
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● 同居家族または親族を記入。
（大阪）同居していない場合も、家族を記入。
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（名古屋）連絡が取れる方の氏名を記入
（福　岡） 上記にホテル名を記入した場合、記入不要。招聘状の内容を記入した場合、

内容にあった続柄（友人等）

（福　岡） ホテル名または招聘状の内容を記載する

●（名古屋）訪問地と目的地も記入する

●観光の場合は「無」と記入。（福岡：観光の場合も記入要。）

1. 申請する査証カテゴリーの最大滞在可能日数を記入する
2. 二次・多次の場合、1回目の滞在日数を記入
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●特になければ空欄でよい

●旅券に併記されている同行者のみ記入する。

● 旅券と同じサイン。結婚などで姓が変わった場合は、
新姓でサインする（東京）旧姓・新姓とちらでも可 ● 代理申請の場合、代行会社が記入する。

（大阪）申請者本人自筆の記入が必要
申請者の年齢にかかわらず、旅券にサインした人が
旅券と同じサインをする。

（大阪）申請者が18歳未満の場合のサイン
１．申請者の旅券に保護者がサインを代筆している場合、代筆した親が、旅券と同一のサインをする。サインした保護者の身元
証明書類（旅券コピー等）も必要。保護者のサインが保護者自身の旅券のサインと同一でない場合、サインをした保護者との
親子関係を証明する書類（戸籍謄本等）も追加で必要。
〈例〉申請者の旅券サイン  ：「大阪太郎　大阪華子（母）代筆」

保護者自身の旅券サイン：「H.OSAKA」や「HANAKO OSAKA」等
２．申請者（18歳未満）の旅券に本人がサインをしている場合、申請者本人サインの横に、保護者のサインも必要。
〈例〉大阪太郎　大阪華子（母）
また、サインをした保護者の身元証明書類（旅券コピー等）および、親子関係を証明する書類（戸籍謄本等）が追加で必要。

●  代行会社が記入する。
　 （名古屋） 子どもの申請を親が記入するなど、代理で

作成した場合は必ず記入。サインが必要。

（大阪）記入不要

  


